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個人と同族会社との間の賃貸借契約について行為計算否認規定の適用が否定された
事例

事実の概要

　Ｘ（原告）は、司法書士業及び自己の所有する
不動産を賃貸して賃貸料を得る不動産賃貸業を営
んでいる。Ｘは訴外Ａ社の代表取締役であり、発
行済株式の全てを有している。Ａ社は、不動産賃
貸管理業、不動産コンサルタント業等の業務を目
的とする株式会社であり、Ｘの親族数人が取締役
となっており、法人税法 2条 10 号にいう同族会
社である。Ｘは、平成 23 年頃までは、自己の所
有する不動産を個別に第三者に賃貸していた。平
成 24 年 7 月以降、Ｘは、自己所有の不動産をＡ
社に一括して賃貸し、Ａ社は本件不動産を第三者
に個別に賃貸（転貸借）し、賃料収入を得るよう
になった（以下、ＸとＡ社との間の賃貸借契約を「本
件賃貸借契約」という。）。平成 27 年から平成 29
年における本件賃貸料がＡ社の転貸料収入に占め
る割合はいずれも 60％を下回っていた。
　そこで、Ｙ（処分行政庁）は、ＸがＡ社に賃貸
した不動産に係る賃貸料を適正賃貸料に引き直し
て算定するなどとして、所得税法 157 条 1 項を
適用し、平成 27 年分から平成 29 年分までの所
得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課
決定処分を行った。Ｘは審査請求を経て出訴した。

判決の要旨

　１　所得税法 157 条 1項の意義
　「所得税法 157 条 1 項は、同項各号に掲げる法
人である同族会社等においては、これを支配する

株主等の所得税の負担を不当に減少させるような
行為又は計算が行われやすいことに鑑み、税負担
の公平を維持するため、株主等の所得税の負担を
不当に減少させる結果となると認められる行為又
は計算が行われた場合に、これを正常な行為又は
計算に引き直して当該株主等に係る所得税の更正
又は決定を行う権限を税務署長に認めたものであ
る。このような規定の趣旨、内容からすれば、同
項にいう『これを容認した場合にはその株主等で
ある居住者又はこれと政令で定める特殊の関係の
ある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結
果となると認められるもの』とは、同族会社等の
行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地に
おいて不自然、不合理なもの、すなわち経済的合
理性を欠くものであって、当該株主等の所得税の
負担を減少させる結果となるものをいうと解する
のが相当である」。
　２　経済的合理性の判断基準
　「本件のような株主等を賃貸人とし同族会社等
を賃借人とする不動産の賃貸借契約が上記の経済
的合理性を欠くものか否かについては、当該賃貸
借契約の目的、賃貸料の金額や契約の諸条件を含
む当該賃貸借契約の内容等の諸事情を総合的に考
慮して判断するのが相当である。そして、当該賃
貸借契約が経済的合理性を欠くものか否かの検討
に当たっては、①当該賃貸借契約が、通常は想定
されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい
離した形式を作出したり、その賃貸料が適正な賃
貸料に比して著しく低額なものにされたりしてい
るなど、不自然なものであるかどうか、②税負担
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の減少以外に当該賃貸借契約を締結することの合
理的な理由となる事業目的その他の事由が存在す
るかどうか等の事情を考慮するのが相当である。」

判例の解説

　一　はじめに
　納税者の行う租税回避が問題になる場合に、課
税庁が取引の内容を引き直して、課税要件を充足
したものとして取り扱うことを、租税回避の否認
といい、同族会社等の行為計算について行為計算
の否認を認める規定が存在する（所得税法 157 条、
法人税法 132 条、相続税法 64 条）。行為計算否認
規定は、「不当に減少させる」という要件の下に、
課税庁に税額等を計算し直すことを認めている１）

　これまで所得税法 157 条 1 項の適用が争われ
た裁判例としては、①代表者と同族会社との間に
おける建物等の賃貸借契約を借主たる同族会社の
一方的な事情で合意解約していながら、同族会
社への補償金（賃借権消滅の対価）の支払につき、
同族会社名義による当該建物等の第三者への賃貸
料で充当することとしていた事例（浦和地判平 4・
5・25 税資 189 号 605 頁、東京高判平 4・12・14 税
資 193 号 774 頁、最判平 5・6・10 税資 198 号 55 頁）、
②不動産の転貸料と賃貸料の差額の管理料が問題
とされ、適正賃貸料の算定方法等が争われた事例
（福岡地判平 4・5・14 税資 189 号 513 頁、福岡高判
平 5・2・10 税資 194 号 314 頁、最判平 6・6・21 訟
月 41 巻 6号 1539 頁）、③他人に賃貸している土地
を同族会社に譲渡し高額な地代で賃借した上、引
き続き他人に賃貸し、不動産所得の損失額を確定
申告していた事例（大阪地判平 9・7・18 税資 228
号 165 頁、大阪高判平 10・4・30 税資 231 号 1025 頁、
最決平 10・10・27 税資 238 号 890 頁）などがある。

　二　所得税法 157 条 1 項「所得税の負担を不当
　　　に減少させる結果となると認められるもの」
　　　の意義
　所得税法 157 条 1 項の行為計算否認規定に係
る不当性の判断基準についての主な学説として、
独立当事者間取引基準説と経済的合理性基準説が
挙げられる２）。
　独立当事者間取引基準説は、独立・対等で相互
に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引―
―独立当事者間取引――と比較して、独立当事者

間取引では通常行われないと認められる同族会社
の行為計算で、税負担の軽減を来すものを不当と
して税務上否認し、独立当事者間取引において通
常行われるであろう行為計算に引き直して課税す
るという考え方である３）。
　経済的合理性基準説は、純経済人の行為計算と
比較してみて、経済的・実質的な観点から純経済
人が選択するであろう行為計算としては不自然・
不合理と認められる同族会社の行為計算で、税負
担の軽減を来すものを不当として税務上否認し、
純経済人が通常選択するであろう行為計算に引き
直して課税するという考え方である。同族会社の
ある行為又は計算が経済的合理性を欠いている場
合に否認が認められる４）。
　本判決は最判令4・4・21民集76巻4号480頁（以
下、ユニバーサルミュージック事件最判という。）と
同様、経済的合理性基準説を採用している５）。もっ
とも、経済的合理性基準説は独立当事者間取引基
準説を否定するものではなく、本判決は、不当性
の要件該当性を判断する上で、「本件賃貸借契約
には独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者
間で通常行われる取引とは異なる点があるともい
える」とし、独立当事者間取引基準説の考えを採
用しているともいえる。

　三　転貸方式の不動産賃貸借契約の総合的考慮
　１　本件賃貸借契約の適正賃貸料について
　　　（転貸借契約における適正管理料）
　本件では、転貸方式の不動産賃貸借契約につい
て、適正賃貸料の算定を判断するにあたり、転貸
借契約における管理料の設定を問題としている。
Ｙは、本件賃貸借契約は、形式的には転貸方式で
あるが、経済的合理性等という観点から実質的に
みると、Ａ社が本件不動産の管理業務を受託し、
その対価とした管理料、すなわち、Ａ社転貸料収
入と本件賃貸料及びＡ社負担経費との差額を受領
する（これをＸからみれば、管理料相当額をＡ社に
支払う）管理委託方式の契約と同視することがで
きるとし、Ａ社転貸料収入から本件適正管理料及
びＡ社負担経費相当額をそれぞれ控除した金額を
本件適正賃貸料として算出している。Ｘの比準同
業者を抽出し、比準同業者の賃貸料収入に占める
管理料の割合を計算し、平均値（適正管理料割合）
を算出し、Ａ社転貸料収入（経常収入相当額）に
適正管理料割合を乗じることで、各年分の適正管
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理料を算出している。
　また、Ｙは、転貸人であるＡ社が本件不動産を
転貸するにあたり、特別な負担を負っており、又
は、何らかの付加価値を加えているといえない限
り、転貸料と賃貸料の各差額は管理料等相当額に
すぎないのであって、上記各差額がＡ社転貸料収
入において占める割合がいずれも 40％を超えて
いることは、管理料等としては極めて高額である
とする一方、Ｘが取得した賃貸料はＡ社転貸料収
入の 60％にも満たず、著しく低額であったとし
ている。なお、Ｙは、一般的に適正とされる管理
料の割合を 6.32％ないし 6.37％程度であるとも
主張している。このように、Ｙは本件の管理料等
が管理料等としては極めて高額であると評価して
いるが、その背景には、「同族会社の行為又は計
算」に関して、「同族会社と株主等との間の取引
行為を全体として指し、その両者間の取引行為が
客観的にみて経済的合理性を有しているか否かと
いう見地からその適用の有無及び効果を判断すべ
き」（東京地判平 9・4・25 訟月 44 巻 11 号 1952 頁、
平和事件第一審判決）と同様に解しているように
考えられる。他方、本判決は、「当該賃貸借契約
の目的、賃貸料の金額や契約の諸条件を含む当該
賃貸借契約の内容等の諸事情を総合的に考慮して
判断」し、本件賃貸借契約の内容や特殊性に照ら
せば、本件賃貸借契約については、その適正賃貸
料を算定するにあたり、管理委託方式と実質的に
同視することはできないとしている。結局、本判
決は、本件賃貸借契約の適正賃貸料の金額は不明
であると判断している。
　２　適正管理料と適正賃貸料の算出方法
　適正管理料の算定にあたり、福岡地判平 4・5・
14 税資 189 号 513 頁は、「不動産管理会社の管
理料割合の算定という方法が考えられる。これに
よれば、各不動産の個性が捨象され、管理料割合
自体は合理的かつ正確に算定しやすくなる。」と
し、「所得税法 157 条に基づく行為又は計算の否
認の対象となるか否かを判断し、かつ、否認すべ
きものとした場合における適正な管理料を計算す
るためには、同族関係にない不動産管理会社に原
告と同規模程度の建物又は駐車場の管理を委託し
ている同業者が、当該不動産管理会社に支払った
管理料の金額の賃貸料収入の金額に対する割合と
比準する方法によって、通常であれば支払われる
であろう標準的な管理料の金額を算出でき、これ

と現実の支払管理料の金額とを比較検討すること
が、事案に応じた合理的な方法である」としてお
り、非同族の不動産管理会社のみによって得られ
た管理料割合を用いて適正管理料を算定した。こ
の方法は、ともすれば、各不動産の個性や取引の
特殊性及び管理の実態等の個別的事情を捨象する
ことで、適正管理料自体の算定を容易にし、課税
庁側の立証が有利に働きやすくなる６）といった
きらいがあった。しかしながら、本判決は、本件
賃貸借契約を管理委託方式と実質的に同視するこ
とはできないとしており、それにより、安易に適
正賃貸料を求める方法に歯止めをかけているとも
いえよう。

　四　転貸方式の不動産賃貸借契約が経済的
　　　合理性を欠くか否か
　１　本件賃貸借契約の不自然性の有無
　　　（判決の要旨２　判断基準①）
　本判決は、本件賃貸料が適正な賃貸料に比して
著しく低額なものかどうかを検討するにあたり、
本件賃貸借の特殊性を認定している。
　本件賃貸借契約は、①転貸方式（マスターリー
ス契約）であって空室リスク等を借主（Ａ社）が
負担するものであることのほか、②一般的には同
一のサブリース業者に一括して転貸方式で賃貸す
ることが困難な、種別（マンション（1棟又は区分）、
店舗、駐車場、病院又は事務所）や所在地域の異な
る多数の不動産（エンド・ユーザーが数百にも及ぶ
ことがあった。）を一括してＡ社に賃貸するもので
あること、③契約期間中に高額の収益物件である
複数の対象不動産の売却が想定される状況にあっ
たにもかかわらず、対象不動産の一部が売却され
て対象不動産が減少しても、当該契約期間中の
賃料は減額されないことによる負担（売却リスク）
を借主（Ａ社）に負わせるものになっていること
といった特殊性を有しており、これらの①から③
までの事情はいずれも本件賃貸借契約における賃
貸料の減額要因となり得るとする。その上で、本
件賃貸借契約の適正な賃貸料の金額は不明であ
り、本件賃貸料と比較すべき適正な賃貸料が判然
としないから、そもそも適正な賃貸料と比較して
本件賃貸料が低額であるといえるかさえも判断す
ることができないとする。また、本件賃貸借契約
締結後のＸの不動産所得の金額の推移からも、本
件賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なも
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のにされていると断ずることはできないとしてい
る。
　本判決は、本件賃貸借契約には独立かつ対等で
相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取
引とは異なる点があるともいえるとしながら、本
件賃貸料が適正な賃貸料に比して著しく低額なも
のにされているとはいえないことに加え、本件賃
貸借契約の内容及び特殊性を踏まえ、直ちに本件
賃貸借契約が不自然、不合理なものであるという
ことはできない、としている７）。
　２　税負担の減少以外の本件賃貸借契約を締結す
　　　ることの合理的な理由となる事業目的その他
　　　の事由の有無（判決の要旨２　判断基準②）
　Ｘは、不動産賃貸業のＡ社への移転という事業
目的を実現するために、平成 24 年以降、自己の
所有する不動産をＡ社又は第三者に売却すること
と並行して、本件不動産を一括してＡ社に対して
転貸方式により賃貸しており、このような本件賃
貸借契約の目的は合理的なものといえる。本判決
は、本件賃貸借契約の締結の目的としてＸの所得
税の負担の減少のためという目的があったとして
も、それが主たる目的であるとは認められないと
認定し、税負担の減少以外に本件賃貸借契約を締
結することの合理的な理由となる事業目的その他
の事由が存在するとの結論を導いている。

　五　本判決の意義
　所得税法 157 条 1 項の不当性の判断基準に関
して、本判決は、不動産賃貸業を営む個人とその
者の関連する同族会社との取引にも、経済的合理
性基準説が適用されるとした点において意義があ
る。また、経済的合理性を欠くか否かの判断基準
について、本判決は、同族会社の不動産の適正管
理料、適正賃貸料の算定にあたり、契約内容を丁
寧に検討し個別的事情を考慮して、安易な算定方
法を否定している。さらに、本判決は、ユニバー
サルミュージック事件最判と同様の判断枠組みを
踏襲し、法人税における不当性要件の判断基準が
不動産賃貸借契約に係る所得税法 157 条 1 項の
不当性要件の判断基準にも適用されることを明
らかにしたといえよう。もっとも、所得税法 157
条 1項は税金の不当減少を要件としているが、経
済的合理性基準説は同族会社等の行為の方の不自
然性や不合理性に関心を寄せ、そこに不当性があ
るか否かを考えており、同族会社等の行為につき

純経済人としての合理性が認められれば、その行
為の結果として、たとえ不当な税負担の減少が生
じたとしても、解釈論上は問題がないということ
になると懸念する説がある８）。
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